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令和 2 年度与党税制改正大綱～その 2～ 
Ｑ：令和 2 年度与党税制改正大綱について、中小企業税制を中心に主な改正案を教えて下さい。 
Ａ：税制改正の動向に注目 
 
１．新・NISA の創設。 
  （１）改正の概要：現行一般 NISA（上場株、公募株式投信、ＥＴＦ,REIT 等に年最大１２０万円 
     まで、5 年で６００万円まで投資可能）の終了後、新・NISA を創設。①特定累積投資勘定 
     （公募等株式投資信託、年最大２０万円まで）と②特定非課税管理勘定（上場株式等、年 
     最大１０２万円まで）の二階建てで、5 年で最大 610 万円まで投資可能となりました。原則 
     として①に投資した場合のみ②に投資できます。 
  （２）留意点：①つみたて NISA 投資期間を２０４２年１２月末まで 5 年延長。②ジュニア NISA 
     は 2023 年１２末終了し２０２４年 1 月より別途非課税口座を設ける。③つみたて NISA は 
     新・NISA との選択適用に。 
 

現行ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの違いは以下参照のこと。 

 
 
２．国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の特例。 
  （１）改正の概要：国外中古建物の賃貸に係る不動産所得金額の計算上、損失所得の場合に当該建 
     物減価償却費に相当する金額は無かったものとみなします。 
     今後は他の給与所得や事業所得との損益通算が不可となります。なお当該物件の譲渡所得 
     計算上は、取得費から当該減価償却費を控除しません。 
  （２）適用時期：２０２１年以後の国外中古建物から生じる国外不動産所得損失から適用です。 
 
３．法人に係る消費税申告期限の特例創設。 
  （１）改正の概要：法人につき消費税の確定申告書提出期限の特例「１か月延長」が創設され 
     ます。なお延長期間分の利子税の納付も必要です。 
  （２）適用要件及び適用対象期間：①消費税の確定申告書提出期限を延長する旨の届出書を提出 
     すること。②当該提出日の属する事業年度以降に終了する事業年度の末日の属する課税 
     期間から適用が認められる。 
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項目 現行（一般NISA） 新・NISA
対象者 居住者等 居住者等

<①特定累積投資勘定>20万円
<②特定非課税管理勘定>102万円

非課税期間 投資した年から最長5年間 投資した年から最長5年間
投資可能期間 2023年まで 2024年から2028年

上場株式、上場新株予約権付社債 <①特定累積投資勘定>公募等株式投資信託
公募株式投資信託、ETF、REITなど <②特定非課税管理勘定>上場株式等

非課税年間投資上限額

非課税投資可能商品

<非課税管理勘定>120万円
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